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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期
第３四半期
連結累計期間

第40期
第３四半期
連結累計期間

第39期
第３四半期
連結会計期間

第40期
第３四半期
連結会計期間

第39期
連結会計年度　

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 31,614,94130,005,24010,235,8109,932,18941,655,068

経常利益（千円） 1,611,4721,519,931647,026 498,8972,371,568

四半期（当期）純利益（千円） 582,474 495,465 538,870 452,9272,370,189

純資産額（千円） － － 9,586,80311,911,99311,398,936

総資産額（千円） － － 30,227,88030,156,42230,157,176

１株当たり純資産額（円） － － 26.93 40.77 37.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.13 2.57 3.11 2.57 13.72

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
2.95 2.45 2.68 2.23 11.88

自己資本比率（％） － － 31.7 39.5 37.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,212,6182,816,981 － － 3,177,935

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,156,845△482,467 － － △1,177,625

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△906,265△2,108,094 － － △2,459,344

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 3,407,3223,025,1992,798,779

従業員数（人） － － 932 881 899

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。　　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 　

３【関係会社の状況】

  当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

　　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 881(2,392)

（注）　従業員数は就業人員を記載しており、臨時従業員数は(　)内に１日８時間換算による当第３四半期連結会計期間

の平均人員を外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 878(2,388)

（注）　従業員数は就業人員を記載しており、臨時従業員数は(　)内に１日８時間換算による当第３四半期会計期間の平

均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりませ

ん。（以下「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析」においても同じ。）

(1）仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

レストラン事業（千円）　 2,338,634 －

居酒屋事業（千円）　 847,774 －

その他（千円）　 192,104 －

合計（千円）　 3,378,513 －

（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）　

前年同四半期比（％）

レストラン事業（千円）　 6,045,443 －

居酒屋事業（千円）　 2,861,747 －

その他（千円）　 1,024,997 －

合計（千円）　 9,932,189 －

（注）　１．上記金額は、事業間の内部振替前の数値によっております。

　　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

　（1）業績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出にゆるやかな増加はみられたものの、企

業収益の改善は足踏み状態であり、雇用、所得環境、個人消費、企業の設備投資は依然として低水準にあり、厳しい環境

の中で推移しました。

　外食産業におきましても、依然、個人消費の低迷、デフレ傾向が続き、厳しい経営環境となりました。

　このような状況の中、当社グループは当第３四半期連結会計期間において新店２店舗をオープンし、業態変更を２店

舗実施するとともに不採算店舗２店舗の閉鎖を行い、収益改善を進めました。

　

　各セグメントの概要は以下の通りです。

　

①レストラン事業

　新規出店及び改装はありません。　

　業態変更につきましては直営店２店舗（「カルビ大将」から「味のがんこ炎」へ２店舗）を行いました。

　閉店につきましては直営店２店舗（「廻転寿司アトムボーイ」１店舗、「海へ」１店舗）を行いました。

　この結果、店舗数につきましては262店舗（直営店238店舗、ＦＣ店24店舗）となり、当第３四半期連結会計期間におけ

る売上高は60億45百万円、セグメント利益は３億99百万円となりました。　

　

②居酒屋事業

　新規出店につきましては直営店１店舗（「いろはにほへと」１店舗）を行いました。

　また、直営店１店舗（「贔屓屋」１店舗）の改装を行いました。　

　業態変更及び閉店はありません。

　この結果、店舗数につきましては直営店108店舗となり、当第３四半期連結会計期間における売上高は28億61百万円、

セグメント利益は３億57百万円となりました。　

　

③その他

　新規出店につきましては直営店１店舗（「時遊館」１店舗）を行いました。

　業態変更、改装及び閉店はありません。

　この結果、店舗数につきましては直営店34店舗となり、当第３四半期連結会計期間における売上高は10億24百万円、セ

グメント利益は２億25百万円となりました。　

　

　以上の結果、店舗数につきましては合計404店舗（直営店380店舗、ＦＣ店24店舗）、当第３四半期連結会計期間におけ

る売上高は99億32百万円（前年同四半期比3.0％減）、営業利益は５億４百万円（前年同四半期比24.1％減）、経常利

益は４億98百万円（前年同四半期比22.9％減）、四半期純利益は４億52百万円（前年同四半期比15.9％減）となりま

した。

　 

EDINET提出書類

株式会社アトム(E03231)

四半期報告書

 5/38



　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、第２四半期連結会計

期間末より３億91百万円増加し30億25百万円（前年同四半期比11.2％減）となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果得られた資金は10億69百万円（前年同四半期比21.3％増）となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益（４億92百万円）及び減価償却費の計上（４億31百万円）によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は19百万円（前年同四半期比77.5％減）となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出（１億13百万円）、敷金及び保証金の差入による支出（21百万円）及

び敷金及び保証金の回収による収入（１億36百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は６億57百万円（前年同四半期は２億３百万円の収入）となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出（７億33百万円）及び長期借入れによる収入（１億円）によるもので

あります。

　

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社の対処すべき課題の状況に重要な変更はありません。

 

　（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、新規出店により２店舗が新たに当社グループの主要な設備となりました。そ

の設備の状況は、次のとおりであります。

店名
セグメント
の名称　

土地 建物及び
構築物
（千円）

リース
資産
（千円）

その他　
（千円）

投下資本
合計

（千円）　

従業
員数
（人）

オープン
年月　

面積
（㎡）　

金額
（千円）

時遊館

大曲駅前店

（秋田県大仙市）　

その他 － － 54,90225,447　4,61084,9601
平成22年

10月

いろはにほへと

仙台駅前店

（宮城県仙台市）　

居酒屋事業　 － － 35,96816,8092,94555,7226
平成22年

10月

（注）１．資産の金額は、帳簿価額で示しており、消費税等は含まれておりません。

２．上記「その他」は、工具器具及び備品の金額であります。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

①当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

について完了したものは、次のとおりです。

（イ）新設

　上記、主要な設備の状況に記載の２店舗が完了し、平成22年10月より稼働しております。

　

（ロ）除却

セグメントの名称 設備の内容　 所在地 対象店舗数 除却等の年月 摘要

レストラン事業 店舗設備　 愛知県 2
　平成22年11月～

　平成22年12月　
不採算店の閉鎖

　

②当第３四半期連結会計期間において新たに確定した重要な除却計画は次のとおりです。

　前四半期連結会計期間末において、予定した閉店19店舗を22店舗に変更しております。 

　なお、第４四半期以降の閉店計画は次のとおりです。　

セグメントの名称 設備の内容　 所在地 対象店舗数 除却等の年月 摘要

レストラン事業　 店舗設備 愛知県 1　平成23年２月　 　不採算店の閉鎖
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 290,999,968

Ａ種優先株式

（第１回優先株式） 
9,000,000

Ｂ種優先株式 

（第２回優先株式、第３回優先株式、第４回優先株式）
32

計 300,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 168,469,955 168,469,955

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数100株

第１回優先株式 9,000,000 9,000,000非上場 （注）１

第２回優先株式　 7 7 非上場　 （注）２　

第３回優先株式　 7 7 非上場　 （注）３　

第４回優先株式　 18 18 非上場　 （注）４　

計 177,469,987 177,469,987 － －

（注）１.　第１回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

100株

（2）第１回優先配当金

(a)　第１回優先配当金の額

当社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回優先株式を有する株主（以下「第１回優

先株主」という。）又は第１回優先株式の登録質権者（以下「第１回優先登録質権者」という。）に対し

て、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権

者」という。）に先立ち、第１回優先株式１株につき以下の算式に従い計算される金額（円位未満小数第１

位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）（以下「第１回優先配当金」という。）を支払う。ただ

し、当該営業年度において第１回優先中間配当金が支払われた場合、第１回優先配当金の支払いは、第１回

優先中間配当金を控除した額による。

第１回優先配当金＝ 200円× ２％

(b)　第１回優先中間配当金の額

中間配当を行う場合、当社は、第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対して、普通株主又は普通登録

質権者に先立ち、第１回優先株式１株につき第１回優先配当金の２分の１に相当する額を支払う。

(c)　累積条項

ある営業年度において、第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第１

回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未

払第１回優先配当金」という。）については、第１回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録質権者に対

する利益配当金に先立って、これを第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に支払う。
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(d)　非参加条項

第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対しては、第１回優先配当金を超えて配当を行わない。

（3）残余財産の分配

(a)　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、第１回優先株主又は第１回優

先登録質権者に対し、第１回優先株式１株につき200円及び累積未払第１回優先配当金相当額を支払う。

(b）第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

（4）買受け

(a)当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第１回優先株式のみを買い受けることができる。

(b)第１回優先株主は、当社が行う他の種類の株式に関する買受けについて、旧商法第210条第７項の請求をな

し得ず、第１回優先株主に関する請求権に係る同条第６項の招集通知の記載を要しない。

（5）議決権

第１回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）分割又は併合

当社は、定款の定めにより第１回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

（7）買取請求

(a)　第１回優先株主は、平成17年11月１日以降いつでも、第１回優先株式１株につき200円に買取りの効力発

生日現在における累積未払第１回優先配当金相当額及び日割未払第１回優先配当金相当額を加えた額を買

取価額として、商法の規定に従い第１回優先株式の全部又は一部の買取りを請求することができる。

(b)　日割未払第１回優先配当金相当額は、買取りがなされる営業年度に係る優先配当金について、１年を365

日とし、買取りを行う日の属する営業年度の初日から買取りの効力発生日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）とする。

(c)　買取請求は、買取りの効力発生日が属する営業年度の直前営業年度の末日現在における配当可能利益の

金額から、当該直前営業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決

定した金額及び買取りの効力発生日が属する営業年度において既に買取りが実行又は決定された価額の合

計額を控除した金額（以下「限度額」という。）を限度とし、限度額を超える場合は、抽選その他の方法に

より決定する。

（8）転換予約権

(a）転換を請求し得べき期間

転換を請求し得べき期間は、平成17年11月１日以降とする。

(b）転換の条件

優先株式は、１株につき下記(ア)及び(イ)に定める転換価額により、第１回優先株式を当社の普通株式に転

換することができる。

(ア）当初転換価額

転換価額は、当初200円とする。

(イ）転換価額の調整

(i）転換価額は、第１回優先株式の発行日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下の算

式（以下「転換価額調整式」という。）により調整される（以下、調整後の転換価額を「調整後転換価

額」という。）。調整後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

     

既発行普通株式数

 

＋

新規発行・処分普通

株式数
×
１株当たりの払込金額

・処分価額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数

① 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有

する当社普通株式を移転（以下、かかる発行又は移転を合せて「交付」という。）（株式の分

割、転換予約権付株式の転換又は新株予約権の行使による場合を除く。）する場合。

調整後転換価額は、払込期日の翌日以降又は募集のための株主割当日がある場合は当該割当日

の翌日以降これを適用する。
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② 株式の分割により普通株式を発行する場合。

調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。

③ 時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される又は転換することができる株式を交付

する場合。

調整後転換価額は、その株式の発行日若しくは受渡日に又は募集のための株主割当日がある場

合はその日の終わりに、交付される株式の全額が転換され、当社の普通株式が新たに交付された

ものとみなし、その交付日の翌日以降又はその割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該

交付される株式の転換価額がその発行日若しくは受渡日又は割当日において確定しない場合、

調整後転換価額は、転換され得る最初の日の前日に発行され、かつ、証券の全額が転換されたも

のとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

④ 新株予約権の行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額（旧商法第341条ノ15第４

項又は第280条ノ20第４項に規定される。以下同じ。）が時価を下回ることとなる新株予約権又

は新株予約権付社債を交付する場合。

調整後転換価額は、その証券の交付日に又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終

わりに、新株予約権の全部が行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなし、その交付日

の翌日以降又は割当日の翌日以降これを適用する。ただし、当該交付される証券の新株予約権の

行使に際して払込みをなすべき１株当たりの価額がその交付日又は割当日において確定しない

場合、調整後転換価額は、新株予約権が行使され得る最初の日の前日に交付され、かつ、全ての新

株予約権が行使されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

(ii）本第(b)項において、「時価」とは、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(iii）上記(i)の各項目に掲げる場合のほか、次の各号に該当する場合、転換価額は、取締役会が適当と判

断する価額に調整される。

① 合併、新設分割、吸収分割、資本金若しくは資本準備金の減少、自己株式の取得又は普通株式の併

合により、転換価額の調整を必要とする場合。

② 第①号のほか、当社の株式数の変更又は変更の可能性を生ぜしめる事由の発生により、転換価額

の調整を必要とする場合。

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の

算出に関して使用すべき時価が、他方の事由によって影響されているとみなされる場合。

(iv）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

るときは、転換価額の調整を行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価

額を算出する場合、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差

し引いた額を使用する。

(v）転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な

転換価額とする。

(vi）転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当がある場合はその日又は株主割当がない

場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の普通株式の発行済株式数から、当

該日において当社が有する当社の普通株式数を控除した数とする。

(vii）転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下をいう。

① 上記(i)①の時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合、当該払込金額（金銭以外

の財産による払込みの場合にはその適正な評価額とする。）

② 上記(i)②の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

③ 上記(i)③の時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換することができる株式を交付す

る場合には、当該転換価額

④ 上記(i)④の新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回

ることとなる新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合には、当該１株当たりの発行価

額
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(c)　転換により発行すべき普通株式数

第１回優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

転換により交付す

べき普通株式数
＝

第１回優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額

転　換　価　額

交付すべき普通株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(d）転換の請求により交付する株式の内容

当社普通株式

(e）転換請求受付場所

株式会社アトム名古屋本社

(f）転換の効力の発生

転換の効力は、当社所定の転換請求書及び第１回優先株券が前記(e)に記載する転換請求受付場所の営業時

間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。

(g）転換後第１回目の配当

第１回優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請

求が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までになされた

ときは10月１日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

 （9）会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　　　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めなし。

 （10）議決権を有しないこととしている理由

　　　 資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

　

（注）２． 第２回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

１株 

（2）第２回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第２回優先株式を有する株主（以下「第２回優先株主」とい

う。）又は第２回優先株式の登録株式質権者（以下「第２回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第２回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第２回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第２回優先中間配当金が支払われた場合、第２回優先配当金の

支払いは、第２回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第２回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。

（c）　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第２回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第２回優先配当金」という。）については、第２回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、第２回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第２回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第２回優先株式１株につき第２回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第２回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第２回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

EDINET提出書類

株式会社アトム(E03231)

四半期報告書

11/38



（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第２回優先株主又は第

２回優先登録株式質権者に対して、累積未払第２回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第２回優先配当金相当額及び第

２回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第２回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第２回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第２回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

第２回優先株式の転換請求と引換えに第２回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第２回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第２回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第２回優先株主が転換請求することができる期間は、平成21年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 第一管理部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第２回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式

（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第２回優先株式の強制取得と引換えに第２回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第２回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
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（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第２回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第２回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第２回優先配当金相当額及び日割

未払第２回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第２回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第２回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。

（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第２回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

   第２回優先株式の譲渡又は取得については、第２回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けな

ければならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　　 資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。

　

（注）３． 第３回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

 　１株 

（2）第３回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第３回優先株式を有する株主（以下「第３回優先株主」とい

う。）又は第３回優先株式の登録株式質権者（以下「第３回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第３回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第３回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第３回優先中間配当金が支払われた場合、第３回優先配当金の

支払いは、第３回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第３回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。
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（c）　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第３回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第３回優先配当金」という。）については、第３回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、第３回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第３回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第３回優先株式１株につき第３回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第３回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第３回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第３回優先株主又は第

３回優先登録株式質権者に対して、累積未払第３回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第３回優先配当金相当額及び第

３回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第３回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第３回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第３回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

第３回優先株式の転換請求と引換えに第３回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第３回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第３回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

 

（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第３回優先株主が転換請求することができる期間は、平成22年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 第一管理部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第３回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式
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（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第３回優先株式の強制取得と引換えに第３回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第３回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第３回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第３回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第３回優先配当金相当額及び日割

未払第３回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第３回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第３回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。

（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第３回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

 第３回優先株式の譲渡又は取得については、第３回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなけ

ればならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　  資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
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（注）４． 第４回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

　１株 

（2）第４回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第４回優先株式を有する株主（以下「第４回優先株主」とい

う。）又は第４回優先株式の登録株式質権者（以下「第４回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第４回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第４回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第４回優先中間配当金が支払われた場合、第４回優先配当金の

支払いは、第４回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第４回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。

（c）　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第４回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第３回優先配当金」という。）については、第４回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、第４回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第４回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第４回優先株式１株につき第４回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第４回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第４回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第４回優先株主又は第

４回優先登録株式質権者に対して、累積未払第４回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第４回優先配当金相当額及び第

４回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第４回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第４回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第４回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

　第４回優先株式の転換請求と引換えに第４回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第４回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第４回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額
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（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第４回優先株主が転換請求することができる期間は、平成23年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 第一管理部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第４回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式

（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第４回優先株式の強制取得と引換えに第４回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第４回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第４回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第４回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第４回優先配当金相当額及び日割

未払第４回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第４回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第４回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。
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（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第４回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

 第４回優先株式の譲渡又は取得については、第４回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなけ

ればならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　　資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第341条の２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　株式会社ジクト第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

　（株式会社ジクトとの合併に伴い平成21年３月26日継承）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 2,200

新株予約権の数（個） 220

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 14,666,666

新株予約権の行使時の払込金額（円）
10,000,000

（注）

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月26日

至　平成25年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　150

（注）

資本組入額　  75

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債は、旧商法第341条ノ２第４項の定めにより、本社債

と本新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　行使価額の調整

(a）当社は、本社債の発行後、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下の算式（以下「行使価額調整式」

という。）をもって行使価額を調整し、以下に定める各時期以降、当該調整後行使価額を適用する。調整後行使

価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
　

     

既発行普通株式数

 

＋

新規交付

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数 ＋ 新規交付普通株式数
　

(ⅰ)　時価を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合。調整後行使価額は、払込期日の翌日以降又は株主

割当日がある場合は当該割当日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)　株式の無償割当又は株式の分割により普通株式を交付する場合。

調整後行使価額は、株式の無償割当又は分割のための割当日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)　取得と引換えに交付される普通株式１株当たりの払込み又は給付に係る財産の価額が時価を下回ることと

なる取得請求権付き又は取得請求権付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債（以下「取得株式等」

という。）を交付する場合。

調整後行使価額は、その取得株式等の払込期日又は割当日に、交付される取得株式等の全てが取得され、そ

の取得と引換えに当社の普通株式が交付されたものとみなし、取得株式等の交付日又は割当日の翌日以

降、これを適用する。ただし、取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込み又は給付に係る財産

の価額が、取得株式等の払込期日又は割当日において確定しない場合、調整後行使価額は、取得され得る最

初の日の前日に交付され、かつ、取得株式等の全てが取得されたものとみなし、当該最初の日以降これを適

用する。
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(ⅳ)　新株予約権の行使により交付される普通株式１株当たりの出資、払込み又は給付に係る財産の価額が時価

を下回ることとなる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）を交付する場合。

調整後行使価額は、新株予約権の割当日に、新株予約権の全部が行使され、当社の普通株式が交付されたも

のとみなし、新株予約権の割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、新株予約権の行使に際して交付さ

れる普通株式１株当りの出資、払込み又は給付に係る財産の価額が、新株予約権の割当日において確定し

ない場合、調整後行使価額は、新株予約権が行使され得る最初の日の前日に交付され、かつ、全ての新株予

約権が行使されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

(b）行使価格の調整において、「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のな

い日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

(c）上記第(a)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。

(ⅰ)　吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本金若しくは準備金の減少、自己株式若し

くは自己新株予約権の取得又は株式の併合により、行使価額の調整を必要とする場合。

(ⅱ)　上記(i)のほか、当社の株式数の変更又は変更の可能性を生ぜしめる事由の発生により、行使価額の調整を

必要とする場合。

(ⅲ)　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に関し

て使用すべき時価が、他方の事由によって影響されていると判断される場合。

(d）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、行

使価額の調整を行わない。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し調整後行使価額を算出する

場合、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額から当該差額を差し引いた額を使用する。

(e）行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額と

する。

(f）行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当がある場合はその割当日又は株主割当がない場合は

調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の普通株式の発行済株式数から、調整後行使価額を

適用する日において当社が有する当社の普通株式数を控除した数とする。

(g）行使価額調整式で使用する１株当りの払込金額とは、それぞれ以下の金額をいう（金銭以外の財産による出

資、払込み又は給付の場合には、会社法に従い決定される適正な価額とする。）。

(ⅰ)　上記第(a)号(i)の場合は、当該払込金額

(ⅱ)　上記第(a)号(ii)の場合は、０円

(ⅲ)　上記第(a)号(iii)の場合は、取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込み又は給付に係る財産の

価額

(ⅳ)　上記第(a)号(iv)の場合は、新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの出資、払込み又は給付

に係る財産の価額

(h）行使価額の調整を行った場合、当社は、調整が行われた旨及びその内容を、遅滞なく本社債権者に対して通知す

る。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
－ 177,469,987 － 2,973,273 － 300,000

 　

（６）【大株主の状況】

　　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

　 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第１回優先株式 9,000,000

第２回優先株式　 　　　7

第３回優先株式　　　 　7

第４回優先株式        18

－

優先株式の内容は、「１株

式等の状況」の「（1）株

式の総数等」の「②　発行

済株式」の注記に記載。

議決権制限株式（自己株式等）

　
－ － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）　

普通株式   　　　466,900
－ －

完全議決権株式（その他） 　普通株式　　 167,924,000 1,679,240 －

単元未満株式 　普通株式  　　 　 79,055 － －

発行済株式総数 177,469,987 － －

総株主の議決権 － 1,679,240 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ　　　

600株及び50株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権

の数60個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式83株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アトム
名古屋市中区

栄四丁目２番７号
466,900 － 466,900 0.28

計 －　 466,900 　　　　－ 466,900 0.28

　（注）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」の計算には、優先株式9,000,032株は含まれておりません。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 223 222 223 235 235 243 223 240 241

最低（円） 215 211 217 220 230 222 218 219 233

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期

連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１

日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間

（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22

年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けて

おります。

  なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,025,199 2,798,779

売掛金 442,351 419,273

たな卸資産 ※3
 414,363

※3
 279,696

その他 1,096,825 1,053,972

貸倒引当金 △636 △594

流動資産合計 4,978,104 4,551,128

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 10,333,639 10,436,910

土地 4,282,832 4,316,507

その他（純額） 1,533,539 1,358,662

有形固定資産合計 ※1
 16,150,011

※1
 16,112,079

無形固定資産 206,176 167,153

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,490,308 5,841,341

その他 3,538,641 3,735,320

貸倒引当金 △206,819 △249,848

投資その他の資産合計 8,822,131 9,326,813

固定資産合計 25,178,318 25,606,047

資産合計 30,156,422 30,157,176

負債の部

流動負債

買掛金 2,487,323 2,015,683

1年内償還予定の社債 － 671,000

1年内償還予定の転換社債 － 500,000

短期借入金 285,000 262,790

1年内返済予定の長期借入金 2,957,256 3,094,550

未払法人税等 139,334 213,475

引当金 305,552 349,539

その他 2,418,893 2,334,782

流動負債合計 8,593,360 9,441,822

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 2,200,000 2,200,000

長期借入金 4,748,342 5,290,195

引当金 18,640 23,160

資産除去債務 668,040 －

その他 2,016,046 1,803,061

固定負債合計 9,651,068 9,316,416

負債合計 18,244,429 18,758,239
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,973,273 2,973,273

資本剰余金 6,016,614 6,016,614

利益剰余金 3,406,757 2,995,291

自己株式 △187,537 △187,437

株主資本合計 12,209,108 11,797,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △281,193 △344,912

繰延ヘッジ損益 △15,920 △53,892

評価・換算差額等合計 △297,114 △398,805

純資産合計 11,911,993 11,398,936

負債純資産合計 30,156,422 30,157,176
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 31,614,941 30,005,240

売上原価 10,412,209 9,857,686

売上総利益 21,202,731 20,147,553

販売費及び一般管理費 ※
 19,540,597

※
 18,599,199

営業利益 1,662,133 1,548,353

営業外収益

不動産賃貸収入 413,919 381,190

その他 126,902 86,984

営業外収益合計 540,821 468,174

営業外費用

支払利息 246,106 213,117

不動産賃貸原価 309,615 274,059

その他 35,761 9,419

営業外費用合計 591,483 496,596

経常利益 1,611,472 1,519,931

特別利益

固定資産売却益 14,305 －

債務保証損失引当金戻入額 4,520 －

貸倒引当金戻入額 10,046 22,766

その他 － 7,773

特別利益合計 28,872 30,540

特別損失

固定資産除却損 457,850 90,640

減損損失 185,971 82,243

店舗閉鎖損失引当金繰入額 144,633 －

賃貸借契約解約損 119,159 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 482,812

その他 24,839 213,385

特別損失合計 932,455 869,082

税金等調整前四半期純利益 707,889 681,389

法人税、住民税及び事業税 125,501 121,435

法人税等調整額 △86 64,488

法人税等合計 125,415 185,924

少数株主損益調整前四半期純利益 － 495,465

四半期純利益 582,474 495,465
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 10,235,810 9,932,189

売上原価 3,341,763 3,272,665

売上総利益 6,894,047 6,659,523

販売費及び一般管理費 ※
 6,229,557

※
 6,155,241

営業利益 664,490 504,282

営業外収益

不動産賃貸収入 134,560 129,441

その他 47,255 27,691

営業外収益合計 181,816 157,132

営業外費用

支払利息 80,937 68,260

不動産賃貸原価 102,356 92,351

その他 15,985 1,905

営業外費用合計 199,279 162,517

経常利益 647,026 498,897

特別利益

固定資産売却益 8,343 －

債務保証損失引当金戻入額 1,130 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － △4,947

貸倒引当金戻入額 6,885 13,245

その他 － 2,606

特別利益合計 16,359 10,904

特別損失

固定資産除却損 91,350 2,181

減損損失 1,509 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 △63,837 5,001

賃貸借契約解約損 53,495 10,066

その他 － 329

特別損失合計 82,519 17,578

税金等調整前四半期純利益 580,866 492,223

法人税、住民税及び事業税 42,045 40,699

法人税等調整額 △49 △1,403

法人税等合計 41,995 39,295

少数株主損益調整前四半期純利益 － 452,927

四半期純利益 538,870 452,927
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 707,889 681,389

減価償却費 1,323,710 1,240,742

販売促進引当金の増減額（△は減少） － 121,437

支払利息 246,106 213,117

固定資産除却損 457,850 90,640

減損損失 185,971 82,243

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 482,812

売上債権の増減額（△は増加） △70,337 △23,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △93,367 △134,667

仕入債務の増減額（△は減少） 177,420 471,639

その他 △257,871 △43,937

小計 2,677,372 3,182,340

利息及び配当金の受取額 12,747 15,924

利息の支払額 △252,738 △232,409

法人税等の支払額 △224,762 △148,873

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,212,618 2,816,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,374,763 △711,222

敷金及び保証金の差入による支出 △135,450 △131,508

敷金及び保証金の回収による収入 524,030 431,839

その他 △170,661 △71,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,156,845 △482,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,552,000 585,000

短期借入金の返済による支出 △1,390,030 △562,790

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △125,598 △196,058

長期借入れによる収入 820,000 1,893,000

長期借入金の返済による支出 △2,868,926 △2,572,146

社債の償還による支出 － △671,000

転換社債の償還による支出 － △500,000

自己株式の売却による収入 423,605 －

配当金の支払額 △301,032 △84,000

その他 △16,283 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー △906,265 △2,108,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149,508 226,419

現金及び現金同等物の期首残高 3,257,814 2,798,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,407,322

※
 3,025,199
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．会計処理基準に関する

事項の変更

　資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ9,312千円減少

しており、税金等調整前四半期純利益は492,124千円減少しております。

　また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は675,283千円であります。

　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」及び「債務保証損失

引当金戻入額」は重要性が低下したため、特別利益の「その他」に含めて表示することといたしました。なお、当第３

四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は2,253千円、「債務保証損失引当金戻

入額」は4,520千円であります。　

　又、前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました特別損失の「賃貸借契約解約損」及び「店舗閉鎖

損失引当金繰入額」は、重要性が低下したため、特別損失の「その他」に含めて表示することとしました。なお、当第

３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「賃貸借契約解約損」は34,325千円、「店舗閉鎖損失引当

金繰入額」は5,001千円であります。　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」及び「債務保証損失

引当金戻入額」は特別利益総額の100分の20以下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示することといた

しました。なお、当第３四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は476千円、「債

務保証損失引当金戻入額」は1,130千円であります。　
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積額の算定方法 　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるため、一般債権の貸倒見積高につきまし

ては、前連結会計年度末で用いた貸倒実績率を使用しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費について

は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連

結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用

する方法によっております。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

（販売促進引当金）

　従来、株主優待券の利用により発生した費用は、利用時に費用処理しておりましたが、近年の株主数の増加に伴い金

額の重要性が増したこと及び株主優待券の利用実績率を正確に把握する体制が整ったため、前連結会計年度末より費

用負担見積額を販売促進引当金として計上しております。

　当四半期連結会計期間末においては、当四半期連結会計期間末以降において発生すると見込まれる費用負担見積額

を計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、20,625,308千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、19,904,011千円で

あります。

　２　保証債務

　当社従業員の金融機関借入金に対して次のとおり保

証を行っております。

　２　保証債務

　当社従業員の金融機関借入金に対して次のとおり保

証を行っております。

従業員 546千円 従業員 1,035千円 
 

※３　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品 21,985千円

原材料及び貯蔵品 392,378千円 

※３　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品 60,998千円

原材料及び貯蔵品 218,697千円 
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

従業員給料手当 2,863,339千円

その他人件費 4,896,626千円

賞与引当金繰入額 18,244千円

退職給付費用 46,487千円

賃借料 3,886,725千円

減価償却費 1,282,711千円

従業員給料手当 2,627,573千円

その他人件費 4,676,138千円

賞与引当金繰入額 20,110千円

退職給付費用 43,656千円

賃借料 3,552,885千円

減価償却費 1,202,283千円

販売促進引当金繰入額 173,601千円

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

従業員給料手当 918,867千円

その他人件費 1,577,089千円

賞与引当金繰入額 △59,078千円

退職給付費用 14,852千円

賃借料 1,254,938千円

減価償却費 440,987千円

従業員給料手当 863,064千円

その他人件費 1,572,425千円

賞与引当金繰入額 △56,291千円

退職給付費用 14,130千円

賃借料 1,153,171千円

減価償却費 418,534千円

販売促進引当金繰入額 90,224千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている現金及び預金勘定は一致してお

ります。

※　　　　　　　　　　　同左
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至

平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　168,469,955株

第１回優先株式        9,000,000株

第２回優先株式　　　　　　　　7株

第３回優先株式　　　　　　　　7株　

第４回優先株式　　　　　　　 18株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　  　　    467,183株

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項　

配当金支払額

　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月28日

　

取締役会

　

第１回優先株式

　
36,000 4平成22年３月31日　平成22年６月16日　利益剰余金

第２回優先株式 10,5001,500,000平成22年３月31日　平成22年６月16日利益剰余金

第３回優先株式

　
10,5001,500,000

平成22年３月31日　

　
平成22年６月16日利益剰余金

第４回優先株式 27,0001,500,000平成22年３月31日　平成22年６月16日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　当社グループは、主として直営店による飲食店チェーンを展開しており、当該事業区分の売上高及び営業利益

の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合が90％を超えているため、記載を

省略しております。　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

当社グループは、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあり

ません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。　
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期

間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

　当社グループは、主として直営店による飲食店チェーンを展開しており、業態の類似性、営業形態の共通性

等を総合的に考慮し、「レストラン事業」、「居酒屋事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「レストラン事業」は、ステーキ宮、にぎりの徳兵衛、海鮮アトム、カルビ大将、がんこ炎、韓の食卓、えちぜ

ん、濱ふうふう、Ｍ’ｓダイニング、ラパウザ、かつ時等の主に食事を提供する業態を対象としております。

　「居酒屋事業」は、寧々家、いろはにほへと、暖や、暖、北海道、甘太郎、ＮＩＪＹＵ－ＭＡＲＵ等の主に酒類

を提供する業態を対象としております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

（単位：千円）　

　 レストラン　 居酒屋
その他

（注）１　

調整額

（注）２　

四半期連結損益計算

書計上額（注）４　

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 　18,845,3318,168,572　 2,991,336　 ―　 30,005,240　

セグメント間の内部売

上高又は振替高　
―　     ― 446,127　 △446,127　 ―　

計 18,845,331　 8,168,572　 3,437,463　 △446,127　 30,005,240　

セグメント利益 1,463,502　 923,134　 587,899　 △1,426,182　 1,548,353　

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

（単位：千円）　

　 レストラン　 居酒屋
その他

（注）１　

調整額

（注）３　

四半期連結損益計算

書計上額（注）４　

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 　6,045,4432,861,747　 1,024,997　 ―　 9,932,189　

セグメント間の内部売

上高又は振替高　
―　     ― 154,761　 △154,761　 ―　

計 6,045,443　 2,861,747　 1,179,759　 △154,761　 9,932,189　

セグメント利益 399,665　 357,670　 225,165　 △478,218　 504,282　

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、時遊館、ＷＩＬＬ　Ｂ

Ｅ、創夢館等のカラオケ、インターネットカフェ、レンタル、リサイクル及び宮のたれ製造・販売等を

含んでおります。　

　　　２．セグメント利益の調整額△1,426,182千円には、セグメント間取引消去12,145千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,438,328千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益の調整額△478,218千円には、セグメント間取引消去3,782千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△482,001千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。

　　　４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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（追加情報）　

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 40.77円 １株当たり純資産額 37.59円

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 3.13円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.95円

１株当たり四半期純利益金額 2.57円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.45円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 582,474 495,465

普通株主に帰属しない金額（千円） 63,000 63,000

普通株式に係る四半期純利益（千円） 519,474 432,465

期中平均株式数（千株） 166,221 168,003

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） 77,764 14,883

（うち転換社債型新株予約権付社債） (14,764) (14,883)

（うち累積型配当優先株式） (63,000) (－)

普通株式増加数（千株） 35,606 14,666

（うち転換社債型新株予約権付社債） (14,666) (14,666)

（うち累積型配当優先株式） (20,940) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債（券面総額500百万円）

第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債（券面総額500百万円）　

第１回優先株式

第２回優先株式

第３回優先株式

第４回優先株式　
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 3.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.68円

１株当たり四半期純利益金額 2.57円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.23円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 538,870 452,927

普通株主に帰属しない金額（千円） 21,000 21,000

普通株式に係る四半期純利益（千円） 517,870 431,927

期中平均株式数（千株） 166,655 168,002

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） 27,436 25,979

（うち転換社債型新株予約権付社債） (6,436) (4,979)

（うち累積型配当優先株式） (21,000) (21,000)

普通株式増加数（千株） 36,606 37,459

（うち転換社債型新株予約権付社債） (15,666) (14,666)

（うち累積型配当優先株式） (20,940) (22,793)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

― ―　

　

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。　
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社アトム

取締役会　御中

　あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 髙山　勉　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野　英生　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 河合　宏幸　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アトムの平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アトム及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月14日

株式会社アトム

取締役会　御中

　有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙山　勉　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野　英生　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河合　宏幸　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アトムの平

成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アトム及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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